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１ 修学資金の貸与期間中について 

(1) 学業成績証明書の提出について（規則第16条） 

修学資金貸与中は、在学証明書（大学の定めるもの）を毎年４月15日までに提出（厳守）してくださ

い。 

(2) 貸与取消しについて（条例第６条第１項） 

次の場合は貸与取消しとなります。 

ア 辞退したとき（規則第８条に基づく辞退届（様式第７号）の提出を行ったとき） 

イ 退学したとき 

ウ 学業成績が著しく不良となったと認められるとき（２回目の留年が決定した場合等） 

エ 心身の故障のため修学の見込みが無くなったと認められるとき又は死亡したとき 

オ その他修学資金を貸与することが適当でないと認められるとき 

(3) 貸与停止について（条例第６条第２項及び規則第17条） 

停学、休学、留年等の場合、相当期間貸与が停止されます。 

(4) 借用証書の提出について（規則第７条） 

貸与期間が終了又は貸与取消しとなった時点で、直ちに連帯保証人２名（誓約書と同じ方）の実印を

押印した借用証書（様式第６号、印鑑証明書添付）を提出してください。 

 

２ 修学資金の返還について 

(1) 次の場合は、貸与された修学資金に所定の利率（５％）を乗じて得た額を返還していただきます。 

ア 貸与を取り消されたとき 

イ 大学を卒業した日から２年以内に医師免許を取得できなかったとき 

卒業する年の国家試験に不合格となり、翌年の国家試験にも不合格となった場合、返還となりま

す。 

ウ 医師免許を取得した後、直ちに、県内の基幹型臨床研修病院のプログラムに基づく臨床研修に参

加しなかったとき 

臨床研修期間が２年をこえたとき 

エ 免許取得の後、医師法の規定による臨床研修を終え、直ちに特定診療従事医師にならなかったと

き 

(ｱ) ここでいう特定診療従事医師とは、富山県内の病院または診療所（下記【参考１】のとおり）に

おいて、特定診療科（小児科、外科（下記【参考２】のとおり）、産科、麻酔科、救急科、総合診

療科、脳神経外科又は感染症内科（下記【参考３】のとおり））の診療に従事する医師のことをい

います。（条例第７条、規則第２条） 

 

【参考１】「病院または診療所」とは、次の①から③のいずれかの病院等をいう。 

    ① 公的病院等 

富山県内において以下のいずれかに該当する者が開設する病院又は診療所 

ア） 医療法第７条の２第１項第１号､第３号又は第８号に掲げる者 

イ） 医療法施行令第４条の６第１項に定める独立行政法人 

ウ） 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人（県内に主たる事務所の所在地を

有する者に限る。） 
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具体的には､概ね以下の病院又は診療所が該当する。 

（病院） 

県及び県内の市町が開設する病院、富山赤十字病院、済生会富山病院、済生会高岡病院、 

厚生連滑川病院、厚生連高岡病院、富山労災病院、富山大学附属病院、 

国立病院機構富山病院、地域医療機能推進機構高岡ふしき病院、 

国立病院機構北陸病院、公立学校共済組合北陸中央病院、富山西総合病院 

      （診療所） 

公立のへき地診療所 等 

   ② 富山県内の分娩を取り扱う病院又は診療所 

   ③ 富山県内の臨床研修病院（基幹型） 

具体的には､令和８年４月現在、以下の12病院が該当する。 

黒部市民病院、富山県立中央病院、富山市立富山市民病院、富山大学附属病院、 

富山赤十字病院、済生会富山病院、高岡市民病院、済生会高岡病院、厚生連高岡病院、 

金沢医科大学氷見市民病院、市立砺波総合病院、南砺市民病院 

 

 

【参考２】外科は、新専門医制度の基本領域における「外科」のみを指し、整形外科、脳神経外科、形

成外科は含みません。基本領域「外科」を終了した後、専門分野に従事する場合は、呼吸器外

科、消化器外科、乳腺外科、小児外科等を対象とします。 

 

 

【参考３】基本領域「内科」を修了した後、「感染症」の専門分野に従事する場合を対象とします。その

場合に限り、修学資金の返還を免除します。（基本領域「内科」を修了後、感染症の専門分野に

従事しなかった場合、基本領域「内科」の従事期間も返還免除の対象とはなりません。） 

 

 

(ｲ) 臨床研修終了後の月から就業開始月までの間に、無職の状態である月が１月以上ある場合、返還

となります。 

オ 県内で特定診療従事医師として業務に従事しなくなったとき  

特定診療科以外の診療科に従事することになった場合は返還となります。 

また、県内の病院、診療所に就業後、勤務先を変更する場合についても、前の勤務先を退職した

月から新しい勤務先に就職する月までの間に、無職の状態である月が１月以上ある場合、返還とな

ります。 

(2) 返還の期間、方法は次のとおりです。（規則第９条及び第15条） 

・返還期間：返還理由が発生した日（退学、県外就職、退職等）から起算して、貸与を受けた期間の２

分の１に相当する期間内に返還 

・返還方法：半年賦又は年賦の均等払、もしくは直ちに一括払 
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３ 修学資金の返還猶予について 

(1) 返還猶予となる場合について（条例第８条） 

次の場合に修学資金の返還が猶予されます。 

ア 大学を卒業後、医師免許を取得するまでの期間（ただし、２年を限度とする。） 

イ 医師免許を取得した後、引き続き臨床研修を行う場合、その臨床研修期間（ただし、２年を限度

とする。） 

ウ 県内の病院等で特定診療科の医師として診療に従事している期間 

エ 知事が認める研修の期間 

オ 災害、病気その他やむを得ない事情により、返還が困難であると認められるとき（その理由が継

続する間に限る。ただし、２年を限度とする。） 

(2) 返還猶予の手続について（規則第10条、規則第18条） 

ア 大学を卒業後、医師免許を取得するまでの期間（卒業後２年以内）について、次の書類を提出し

てください。 

・返還猶予申請書（様式第８号）（卒業後から免許取得までの期間の猶予を申請するもの） 

・卒業証明書 

イ 医師免許を取得後、病院での臨床研修を行っている期間について、次の書類を提出してください。 

・返還猶予申請書（様式第８号）（免許取得の月から１年間の猶予を申請するもの） 

・現に研修を行っている病院の証明書 

・医師免許証の写し又は登録済証明書 

・卒業証明書（アで提出済の際は必要ありません。） 

ウ 返還免除が成立するまでの間は、毎年度初めに、次の書類を提出してください。 

・返還猶予申請書（様式第８号）（新たに１年間の猶予を申請するもの） 

・現に研修を行っている病院の証明書若しくは勤務している病院等の就業証明書 

 

４ 修学資金の返還免除及び一部免除について  

(1) 修学資金の返還免除（全額免除）について（条例第９条第１項、第２項） 

次の場合に修学資金の返還が全額免除されます。 

ア 医師免許を取得し、臨床研修の修了後、直ちに県内の病院等で、特定診療科の医師として、貸与

を受けた期間の２分の３に相当する期間診療に従事したとき 

イ 職務に起因する心身の故障により免職されたとき、または死亡したとき 

(2) 修学資金返還の一部免除について（条例第９条第３項） 

・修学資金を返還することになった場合でも、県内の病院等で特定診療科の医師として３年以上診療

に従事した場合は、その在職月数に応じて返還額の一部が免除されます。 

・ただし、３年未満の期間しか勤務していなかった場合は、全額返還となります。 

(3) 免除の申請手続について（規則第11条） 

返還免除が成立した場合、次の書類を提出してください。 

・修学資金返還免除申請書（様式第９号） 

・就業証明書（所属機関長による証明のあるもの） 
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５ 前期コースと後期コース両方の貸与を受けた場合について 

⑴ 臨床研修修了後、直ちに県内の病院等で特定診療科の医師となった場合には、前期コースの貸与期間

と後期コースの貸与期間とを通じて後期コースの貸与を受けたものとみなして返還、返還猶予及び返還

免除の規定を適用します。（条例第10条） 

⑵ 臨床研修修了後、直ちに県内の病院等で特定診療科の医師となった後、引続き県内の病院等で特定診

療科以外の医師となった場合の返還、返還猶予及び返還免除について 

・県内の病院等の医師でなくなった場合に返還となり、返還期間は貸与を受けた期間の２分の１に相当

する期間内、返還方法は半年賦又は年賦の均等払、もしくは直ちに一括払となります。（条例第10条第

２項、規則第13条） 

・返還を猶予する場合及び期間については、前期コースのみの貸与を受けた場合の取扱いと同様となり

ます。（条例第10条第３号、規則第14条） 

・返還が全額免除される場合 

ア 県内の病院等で「特定診療科の医師として診療に従事した期間」と「特定診療科以外の医師とし

て診療に従事した期間の４分の３に相当する期間」とを合算した期間（以下「合算期間」という。）

が、修学資金（前期コース＋後期コース）の貸与期間の２分の３に相当する期間となった場合（条

例第10条第４項、規則第15条１項第１号） 

イ 職務に起因する心身の故障により免職されたとき、または死亡したとき（条例第10条第４項、規

則第15条１項第２号） 

・合算期間が３年以上となった場合は、合算期間を修学資金の貸与期間の２分の３に相当する期間で除

して得た数を返還すべき額に乗じて得た額以内の額が免除されます。（条例第10条第４項、規則第15

条１項第３号） 

 

【前期コースと後期コースの両方の貸与を受けた場合の返還等フロー】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床研修（２年間）

県内公的病院等 県内公的病院等の特定診療科 左記以外

後期ｺｰｽ返還

勤務年数＝

前期ｺｰｽ貸与期間の

２倍

前期ｺｰｽ
全額免除

勤務年数＝

貸与期間の

３/２倍

前期ｺｰｽ・後期ｺｰｽ
全額免除

前期・後期
返還県内公的病院等

勤務年数(※)＝

貸与期間の３/２倍

(※)「県内公的病院等の特定診療科の勤務年数」

＋

「県内公的病院等の勤務年数の３/４」

県内公的

病院等以外

前期・後期
返還
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６ その他の届出について（規則第17条） 

(1) 停学、休学、留年、退学等の場合は、直ちに連絡してください。 

(2) 勤務先を変更、退職等する場合は、直ちに連絡してください。 

(3) 本人及び保証人の住所、氏名等を変更した場合は、直ちに連絡してください。 

（本人の住所等を変更した場合は、別添変更届を提出してください。） 

 

７ 修学資金の支払計画について  

本年度分の支払計画については、次のように予定しています。 

4月 ～ 9月分 600,000 円 @ 100,000 円 × 6 ヶ月 7月

10月 ～ 12月分 300,000 円 @ 100,000 円 × 3 ヶ月 10月

1月 ～ 3月分 300,000 円 @ 100,000 円 × 3 ヶ月 1月

月 支払時期金額 内訳

 

 

次年度以降の支払計画については、次のように予定しています。  

4月 ～ 6月分 300,000 円 @ 100,000 円 × 3 ヶ月 5月

7月 ～ 9月分 300,000 円 @ 100,000 円 × 3 ヶ月 7月

10月 ～ 12月分 300,000 円 @ 100,000 円 × 3 ヶ月 10月

1月 ～ 3月分 300,000 円 @ 100,000 円 × 3 ヶ月 1月

 

＊支払計画はおおよその目安ですので、前後する場合もあります。 

 

 

８ その他  

この「手引」の記載に関わらず、関係条例及び規則の改正等によって、要件等が変更される場合があり

ますので、ご了承願います。 

その場合には、その都度、文書等によりお知らせします。 

 

 


